
和歌山市市民公益活動登録制度要綱  

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市民公益活動を支援及び推進するため、市民公益活動を行う者を登録する

和歌山市市民公益活動登録制度（以下「登録制度」という。）について必要な事項を定めるも

のとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「市民公益活動」とは、市民が自発的に、かつ、非営利で行う活動

であって、公益に資するものとする。 

 （登録の申請） 

第３条 登録制度に登録を希望する者であって、次の各号に掲げるもの（以下「登録希望者」と

いう。）は、和歌山市市民公益活動登録申請書兼変更届出書（個人にあっては別記様式第１号、

法人その他の団体にあっては別記様式第２号。以下「登録申請書兼変更届出書」という。）に

より市長に申請しなければならない。  

（１）和歌山市内に居住する者であって、市民公益活動を行っているもの（行おうとするものを

含む。） 

（２）和歌山市内に通勤し、又は通学する者であって、市民公益活動を行っているもの（行おう

とするものを含む。） 

（３）主として和歌山市内において市民公益活動を行っている法人その他の団体 

２ 登録希望者（前項第３号にあっては法人その他の団体の代表者）が１５歳以下のときは、児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条に規定する保護者の同意を得なければならない。  

３ 次の各号のいずれかの活動を行う者は、登録制度に登録しないものとする。 

（１）宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主な目的とする活動 

（２）政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動  

（３）公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職及び同法の規定を準用す

る選挙による公職の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動  

（登録の通知） 

第４条 市長は、前条の規定により申請があったときは、次条第１項の規定により登録を拒否す

る場合を除き、和歌山市市民公益活動登録通知書（別記様式第３号）により登録希望者に通

知するものとする。 

（登録の拒否） 

第５条 市長は、登録希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否するもの

とする。 

（１）第３条第１項の要件に該当しないとき。 

（２）第３条第３項の要件に該当するとき。 

（３）登録申請書兼変更届出書に虚偽の記載がある、又は重要な事実の記載が欠けているとき。  

２ 市長は、前項の規定により登録を拒否するときは、その旨及びその理由を和歌山市市民公益

活動登録拒否通知書（別記様式第４号）により当該登録希望者に通知するものとする。  

 （変更の届出） 



第６条 登録制度に登録を受けている者（以下「登録者」という。）は、住所その他申請書に記

載した事項に変更があったときは、登録申請書兼変更届出書により速やかに市長に届け出るも

のとする。 

（登録の抹消） 

第７条 登録者は、登録の抹消を求めようとするときは、和歌山市市民公益活動登録抹消申出書

（別記様式第５号）により市長に申し出なければならない。  

２ 市長は、前項の規定により登録者から登録の抹消の申出があったときは、登録を抹消するも

のとする。 

３ 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を抹消するものとす

る。 

（１）第３条第１項及び第２項に規定する要件を満たさなくなったことが判明したとき。  

（２）第３条第３項の活動を行っていることが判明したとき。  

（３）登録者と最後に連絡を行った日から起算して１年間連絡ができなくなったとき。  

４ 市長は、前項の規定により登録を抹消したときは、その旨及びその理由を和歌山市市民公益

活動登録抹消通知書（別記様式第６号）により当該登録者に通知するものとする。 

（登録者への支援） 

第８条 市長は、登録者（第３条第１項第１号及び第２号に規定する者に限る。）を本市が契約

する和歌山市市民公益活動保険（以下「保険」という。）に加入させるものとする。  

２ 市長は、登録者（第３条第１項第３号に規定する者に限る。）のうち、希望する者を保険に

加入させることができる。 

３ 前項の規定により加入を希望する者は、登録申請書兼変更届出書に構成員名簿（別記様式第

７号）を添えて市長に提出しなければならない。  

（市民公益活動の紹介） 

第９条 登録者による奉仕活動を必要とする者は、和歌山市市民公益活動紹介申請書（別記様式

第８号）により、市長に紹介を申請するものとする。 

２ 前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る情報を登録者に通知するものとする。  

 （その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 















 



 


